
☆郵便での戸籍証明等の請求方法について☆ 
 

◆下記①・②・③・④を同封しご請求ください。◆ 

①｢戸籍証明等交付請求書」 

昼間の連絡先電話番号（携帯電話でも可）を必ず記入してください。 
 

②「手数料」 

手数料は、定額小為替（ゆうちょ銀行または郵便局で購入）又は現金書留でお願いします。 

※切手や収入印紙はご遠慮ください。（換金できないため受領できません。）  

 

 

 

 

 

③「返信用の封筒・切手」 

返送先（請求者あて）の郵便番号、請求者の住所、請求者の氏名を記入してください。（お急ぎ

の場合は速達料金分の切手を貼ってください。また、返信用封筒をより確実に受取る方法として、

特定記録郵便等もあります。）  
 

④ 請求者の「本人確認書類」のコピー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

静岡市への請求用  
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④ 請求者の本人確認書類（有効期限内の運転免許証、マイナン

バーカード（IC カード）、健康保険の資格確認書など）のコピー 

※現住所等が裏面に記載されている場合は両面ともコピーしてください。  

※マイナンバーカードの場合には、『表面のみ』コピーしてください。  

※附票を請求する場合の本人確認資料について→顔写真つきは１点、顔写

真なしのものは２点（健康保険の資格確認書、年金手帳など）必要です。 

※旅券（パスポート）は不可  

※本人確認書類の返却を希望される方はその旨を請求書にご記入ください。  

 

③ 返信用封筒 
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② 手数料 

郵便定額小為替 

￥○○○ 

① 請求書 
 
戸籍証明等 

交付請求書 

R7.12内容更新  

（参照）平成１５年３月１日(旧清水市は平成１５年３月１５日、旧蒲原町は平成１７年３月２６日、旧由比町は

平成１７年１０月１日)に戸籍電算化に伴い戸籍は改製され、それ以前の戸籍は改製原戸籍（１通、７５０

円）になります。また、戸籍の附票においても住所の履歴が分かれますのでご注意ください。 

小為替には何も記入しないでください（表裏とも）  

（お願い）郵送の場合は、配達の日数と事務の処理日数が必要です。日数に余

裕をもって請求してください。 

【問合せ先】葵区役所（静岡市役所静岡庁舎内） _戸籍住民課 _（０５４）２２１－１０６１ 

【送付先】 

※住所は記入なくても届

きます。 
----------------------- 
（注意）静岡市への郵便

請求はすべて葵区で受

け付けますので、本籍が

駿河区、清水区の方も

葵区あてに請求してくだ

さい。 

 



戸籍証明等交付請求書〔郵便用〕  

（あて先） 静岡市  区長 令和   年   月   日 
 

１．請求者（あなたの）  

① 住所  
 

② 

（フリガナ）  

氏名  
 

（注意）「氏名」欄には請求者の方の記名

が必要です。戸籍の附票を請求する場

合は署名が必要です。 
 

③ 証明する方とのご関係 □本人 □夫・妻 □父母・祖父母 □子・孫 □その他（             ） 

 （注意）「その他」の場合は原則、委任状が必要となります。 
 

④ 昼間の連絡先電話番号【必須】  （    ）    ―    〔□自宅 □勤務先〕 

 

２．請求理由・用途・特記事項等がありましたらご記入ください。  

（例１）母○○の死亡（または氏変更）の記載のあるもの｜（例２）○○市から△△市までの住所の記載のあるもの 

 

 

３．最近２週間以内に戸籍の届出をされた方は記載してください。 

届出の年月日：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日届出 

届出の種類：（出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・その他（      ）、 届出先＿＿＿＿市区町村） 

 

４．必要な戸籍証明は何ですか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※１ 連続する戸籍（出生～死亡）などを請求する場合には、人により料金が異なります。①郵便定額小為替を多めに入れていた

だきおつりを郵便定額小為替で返させていただく方法と、②先に請求書等を送付いただき料金が確定し次第ご連絡いたしま

すので、別途料金を送っていただく方法があります。なお、証明書は料金が届き次第の発送となります。 

※2 請求者と証明者の関係がわかる書類（取得済の戸籍証明のコピー等）がありましたら添付してください。 

〔注意〕偽り、その他不正の手段によって交付を受けると３０万円以下の罰金または１０万円以下の過料に処せられます。  

本 

籍 

静岡市       区 

 

（例）葵区追手町〇番地〇※地番まで入れてください 
 

 

筆
頭
者 

フリガナ  

氏名  

生年月日｜ 明・大・昭・平・令     年   月   日生 
 

  

1 

戸 

籍 
 

全部事項証明（謄本）  通（１通 450円） 
 

個人事項証明（抄本）  通（１通 450円） 
 

その人の名（  ） 
   

２ 

戸
籍
の
附
票 

 

全部証明（謄本）  通（１通 300円） 
 

一部証明（抄本）  通（１通 300円） 
 

その人の名（  ） 
 

※下記の項目が必要な場合にはレ点をしてください 

□本籍及び筆頭者 □在外選挙人名簿等の登録事項  

□住民票コード（附票に記載されている本人又は その配

偶者、直系尊属、直系卑属からの請求に限り記載可能） 

 

 

３ 身分証明（請求者分のみ）  通（１通 300円） 
  

 
 

４ 除籍・改製原戸籍（謄本）  通（１通 750円） 
 

５   通 
 

６ 

※連続する戸籍を請求する場合  

 

 

 

上記［ ］内は該当する項目

をマルで囲んでください。 

 出生 ｜  婚姻 ｜  転籍  から 

 

 現在  ｜  婚姻 ｜  転籍 ｜  死亡  までの戸籍が 

 

氏名  の 

 

 組 必要 

 


